
米子がいな創生総合戦略　平成30年度に新たに追加した施策の取組状況

平成３０年度

ＫＰＩの目標 取組内容 取組内容 評価

Ⅰ 2 ④中小企業
（地場産業）
の振興に関
する条例の
制定
※施策の追
加

○地域経済の更なる発
展のためには、地域に
根差した地場産業の担
い手である中小企業の
育成と支援が必要で
す。

⇒地場産業を育成
し、地域経済の活性
化につなげていくた
め、中小企業（地場
産業）の振興に関す
る条例を制定しま
す。なお、条例制定
に当たっては、実効
性のある条例にす
べく、先進自治体の
調査研究、経済団
体と協議など、様々
な観点で検討しま
す。

■中小企業（地場産
業）の振興に関する
条例の制定
⇒条例を制定してい
る自治体の調査・研
究を行うとともに、経
済団体とも協議しな
がら、条例制定の基
本方向・方針を決定
します。

１０月に経済団体であ
る鳥取県中小企業家
同友会、米子商工会議
所、米子日吉津商工会
と意見交換及び協議を
行い、その後２回意見
聴取を行いながら条例
制定の方向・方針を協
議した。
また、先進自治体であ
る福山市及びＦｕｋｕ－
Ｂｉｚを視察し、中小企
業支援の取組を調査し
た。

－ Ｘ 商工課

7 ②健康寿命
の延伸等に
向けた事業
展開

○平均寿命の延びに伴
い、健康寿命との差が
開くことにより、介護保
険要支援・要介護認定
者が増加傾向にあり、ま
た、介護予防への取組
が必ずしも十分とは言え
ないことから、早い時期
からの介護保険サービ
スの利用も増え、介護
給付費の増大を招いて
います。これらのことか
ら、高齢者等の家庭や
地域での活躍を促進す
る観点からも、健康寿命
の延伸に向けた介護予
防、フレイル対策事業を
展開していく必要があり
ます。さらに、認知症の
方も増加していることか
ら、認知症施策も併せて
一層推進していく必要が
あります。
※「フレイル」とは、身体
的・精神的・社会的な要
素から起こる複合的な
衰え（虚弱）の状態のこ
と。

⇒次に掲げる取組
を行います。

イ　認知症への理解
を深めるための普
及啓発、認知症予
防事業等に取り組
みます。
※施策の追加

■認知症予防プロ
グラム利用者数《年
間》
⇒平成３１年度にお
いて、９５人（平成２
８年度：６５人）
※KPIの追加

通所型介護予防事業
として、認知症予防プ
ログラムのサービスを
実施し、運動機能向上
を中心に個々のニーズ
にあった予防サービス
を提供し、自宅での生
活リズムの改善を図っ
ている。
 また、「認知症予防プ
ログラム」教室を認知
症の人と家族の会へ
の委託により実施。

認知症予防プログラム
のサービスを実施し、
運動機能向上を中心に
個々のニーズにあった
予防サービスを提供
し、自宅での生活リズ
ムの改善を図った。な
お、通所型介護予防事
業以外にも、広く市報で
募集した 「認知症予防
プログラム」教室や、
「認知症予防リーダー
養成講座」も認知症の
人と家族の会への委託
により実施した。

Ａ 長寿社
会課

8 ②地域づくり
活動の好事
例の横展開
※施策の追
加

○社会構造等の変化に
伴い、個々の価値観や
ライフスタイル、地域と
のかかわり方が変化し、
市民ニーズは複雑多様
化しており、行政だけで
は全ての課題に対応す
ることが困難な状況と
なっています。このよう
な中、車尾地区や永江
地区においては、自治
会をはじめとする地域自
治組織などが中心とな
り、地域課題の解決の
ため、地域活動に取り組
んできました。地域の自
治活動を推進していくた
めには、両地区で実践さ
れている地域づくり活動
を好事例として他の地
域にも広めていく必要が
あります。

⇒両地区で実践さ
れている地域づくり
活動をもとに作成し
た「地域づくりマニュ
アル」を活用するこ
となどにより、好事
例を他地区に啓発
し、横展開を図って
いきます。

■「地域づくりマニュ
アル」などを活用し
て地域づくりに取り
組む地区数
⇒平成３１年度にお
いて、１０地区

「地域づくりマニュア
ル」の簡略版を作成
し、単位自治会に配布
する予定にしている。

－ Ｘ 地域振
興課
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施策
関係課

資料２ 
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Ⅰ 9 ⑤弓浜地域
における農
業基盤整備・
荒廃農地対
策の推進

○弓浜地域の畑作地帯
は野菜等の生産地とし
て、主に白ねぎ、にんじ
ん、葉たばこ等の生産
が行われていますが、
全体的にほ場一区画が
小さく、農業基盤整備が
進んでいないことから規
模拡大が難しく、担い手
不足と相まって、荒廃農
地が多数発生しており、
担い手の確保、荒廃農
地の解消が課題となっ
ています。とりわけ米子
鬼太郎空港―米子市街
を結ぶ県道米子境港線
の沿線、ＪＲ境線沿線な
ど観光客の目に触れる
地域において多くの荒
廃地があり、早急な対策
が必要です。

⇒次に掲げる取組
を行います。

イ　農地の有効利用
に欠かせない基盤
整備事業や農業振
興のための新たな
農産物の普及、農
機具メーカーとの連
携など複合的な施
策により、荒廃農地
の解消に取り組み
ます。
※施策の追加

■弓浜地域におけ
る荒廃農地の面積
⇒平成３１年度にお
いて、６６hＡ（平成２
８年度：９６hＡ)

農地中間管理事業を
主体とした担い手への
農地集積による荒廃化
抑制や解消のほか、富
益地区の基盤整備事
業の推進にも取り組ん
でいる。

農地中間管理事業を主
体とした担い手への農
地集積による荒廃化抑
制や解消のほか、企業
のＣＳＲ（社会貢献）活
動を活用した荒廃農地
解消にも取り組んだ。

Ａ 農林課

⑥農業分野
における外
国人労働力
の活用（国家
戦略特区の
地域指定）
※施策の追
加

○地域の農業振興の牽
引役でもある認定農業
者や新たな担い手とな
る新規就農者などの農
業経営の規模拡大に伴
い労働力の確保が課題
となっています。こうした
中、平成29年6月に国家
戦略特別区域法及び構
造改革特別区域法の一
部が改正されたことによ
り、特区の地域指定を受
けられれば、農作業等を
行う一定水準以上の技
能等を有する外国人の
入国・在留が可能となり
ました。

⇒農業分野におけ
る外国人労働者の
雇用を行うことが可
能となる国家戦略特
区の地域指定を受
け、労働力の確保を
図ります。

■国家戦略特区の
地域指定に向けた
取組
⇒近隣の境港市・大
山町とも連携し、国
家戦略特区の地域
指定に向けて取り組
みます。

国家戦略特区の新た
な地域指定の検討が
国で進んでおらず、市
としても新たな取組は
行っていない。
農業分野における新た
な外国人材の受入に
ついては、出入国管理
及び難民認定法が改
正され、平成３１年４月
以降、特定技能の残留
資格による受け入れが
可能となった。

境港市、大山町との連
名で特区提案書を内閣
府地方創生推進事務
局へ提出（H29.12.4）
提案に伴う特区ＷＧの
ヒアリングへ市長が出
席（H30.2.21）

Ｂ 農林課

Ⅱ 4 ①－Ｃ米子
駅周辺活性
化プロジェク
トの推進
※施策の追
加

○米子駅南北自由通路
や新たな米子駅の整備
を契機として、米子駅周
辺の賑わい創出・活性
化を加速・拡大する取組
を検討する必要がありま
す。とりわけ、駅ビルや
「だんだん広場」を含む
駅北地区の活性化や駅
南地区の民間開発など
の中長期的な検討課題
について、関係者による
早期の協議・調整が求
められています。

⇒米子駅周辺の賑
わい創出や活性化
を図るプロジェクト
を、米子市中心市街
地活性化協議会等
との連携も図りなが
ら検討し、推進しま
す。

■米子駅周辺活性
化に向けたプロジェ
クトの検討
⇒米子駅周辺の賑
わい創出や活性化
の加速・拡大につい
て、方向性を見定め
ながら、具体的な取
組を検討・実施しま
す。

・有識者、地元経済界
等で構成する「米子駅
周辺活性化専門家委
員会」を設置し、専門
的な見地から活性化に
向けた意見をいただい
ている。
【第1回】平成30年6月8
日
【第2回】平成30年8月
29日
【第3回】平成30年11月
27日
【第4回】平成31年2月
14日開催予定

・米子駅周辺活性化庁
内プロジェクトを実施し
た。
【第１回】平成29年8月1
日
【第２回】平成29年8月
31日
【第３回】平成29年11月
9日
【第４回】平成30年2月1
日

Ｂ 都市整
備課
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Ⅱ 4 ⑤角盤町エリ
ア活性化プロ
ジェクトの推
進
※施策の追
加

○本市の中心市街地の
活性化は、平成27年に
策定した「米子市中心市
街地活性化基本計画
（新計画）」に基づいて取
り組んでいますが、角盤
町エリアにおいては、近
年、著しい状況変化（大
型スーパーの閉店、大
型百貨店店舗の本市へ
の一部譲渡の申し入れ）
があったことから、米子
市中心市街地活性化協
議会等とも連携し、改め
て活性化策を検討する
必要があります。

⇒角盤町エリアの活
性化を図るプロジェ
クトを、中心市街地
活性化協議会等と
も連携しながら検討
し、推進します。

■角盤町エリアの活
性化に向けた取組
の検討
⇒近年の著しい状
況変化を踏まえなが
ら、具体的な取組を
順次検討・実施しま
す。

「角盤町エリア活性化
プロジェクト会議」は
「角盤町中心市街地に
ぎわい創出プロジェク
ト」に改編され、官民一
体となり角盤町エリア
全体のにぎわい創出
のため、会合を重ねて
いる。その結果、関係
機関が連携を図り、平
成３０年度においては
「大山山麓・日野川流
域つながるマルシェ」、
「地ビールフェスタ」、
「よなごグランマル
シェ」など、新たなイベ
ントが開催され、地域
の活性化の機運が高
まりつつある。

官民で設置される「角
盤町エリア活性化プロ
ジェクト会議」で検討さ
れるまちづくりの構想
（主に民間からの発案）
の実現に向かって、米
子市の取り組みについ
て内部で調整・検討を
行った。その結果、平
成２９年度においては、
米子高島屋東館及び
やよいデパート跡地の
利活用について一定の
進捗が見られた。

Ｂ 都市創
造課

5 ①公共交通
の多角的視
点による見直
し
※施策の追
加

○高齢化の進展に伴い
公共交通の役割はます
ます重要になっており、
とりわけ市内の医療機
関・商業施設等への移
動利便性の向上が課題
となっています。これら
の課題を解消するため
には、利用者の需要を
考慮したダイヤ設定や
バス路線の見直し、使
いやすい公共交通環境
の整備、まちづくりと一
体となった交通政策など
多角的な視点から検討
し、持続可能な交通体
系の実現を図る必要が
あります。

⇒担当組織体制を
整えるとともに、庁
内に若手職員を中
心とする交通政策
検討チームを設置
し、持続可能な路線
の再編、利便性の
向上、高齢者の運
転免許証自主返納
を促す環境整備、中
心市街地と郊外の
一体的な発展を目
指したまちづくりの
観点など、公共交通
の多角的視点によ
る見直しの検討を行
います。

■公共交通の今後
のあり方についての
検討
⇒平成３０年度まで
に、交通政策の方
向性及び具体的施
策を検討します。

運転免許を自主返納し
た高齢者を対象に、バ
ス定期券購入金額の
一部助成を実施し、自
家用車から公共交通
機関等による移動への
切り替えを推進してい
る。
また、「鳥取県西部地
域公共交通再編実施
計画」に基づくバス路
線の再編を10月に実
施し、併せて米子市地
域公共交通会議にて
支線路線維持のため
の「生活交通確保維持
改善計画」を策定し、
国の認定を受けた。
さらに、交通政策検討
チームの中間報告を基
に「米子市公共交通ビ
ジョン」の素案を作成
し、本市交通政策の基
本方針等の方向性を
示した。

平成29年10月1日付け
組織機構改正によっ
て、企画部地域政策課
の「中心市街地活性化
推進室」を「都市政策
係」に改編し、同課内に
新たに「交通政策係」を
設置した。また、若手職
員や福祉、都市計画等
の担当職員で構成する
交通政策検討チームで
は、定期的な会議等で
公共交通の課題や今
後の方向性についての
意見交換を行った。

Ｂ 都市創
造課

■市街化調整区域
の更なる規制緩和
についての検討
⇒平成３１年度まで
に、現行の規制緩
和の効果測定を行
いつつ、更なる規制
緩和の必要性につ
いて検討します。

平成29年7月1日に
行った規制緩和につい
て、事前協議や許可申
請を待ちながら、市民
のニーズの把握に努
めているところである。

－ Ｘ

■交通の利便性の
高い地区の土地利
用のあり方の検討
⇒市街化調整区域
の更なる規制緩和も
含め交通の利便性
の高い地区の土地
利用のあり方につい
て検討します。

JRの駅周辺など交通
の利便性の高い地区
の土地利用のあり方に
ついて検討していくこと
としている。

－ Ｘ

都市創
造課/
建築相
談課

②市街化調
整区域の規
制緩和
※施策の追
加

○近年、市街化調整区
域内の主要幹線道路沿
いの空き店舗が有効利
用できない、また、既存
集落で自治会活動をは
じめとする地域コミュニ
ティの維持が困難になる
などの問題が生じてい
ます。本市では、このよ
うな課題に対応するた
め、市街化調整区域に
おける開発許可基準の
一部規制緩和を実施
（平成29年7月1日施行）
しましたが、更なる規制
緩和を求める声もあり、
また、交通の利便性の
高い地区の土地利用の
あり方にも課題があるこ
とから、引き続き、市街
化調整区域の規制緩和
について検討する必要
があります。

⇒市街化調整区域
の規制緩和につい
て、次に掲げる取組
を行います。
ア　現行の規制緩
和の効果測定（事前
協議・許可申請等）
を行います。
イ　更なる規制緩和
を含め交通の利便
性の高い地区の土
地利用のあり方に
ついて検討します。

※平成29年7月1日
に施行した規制緩
和の内容は、国道
県道沿いの事務所
の建築、国道県道
沿いの空き家等の
事務所・店舗への用
途変更及び小規模
集落内への集落外
からの居住を可能と
するもの。
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○米子―境港間を結
ぶ高規格道路の整備
に向けたあり方検討会
の開催について、平成
３０年６月２０日に国に
対し、要望を行った。
並行して２市１村（米子
市・境港市・日吉津村）
によるルート帯案やま
ちづくりの観点からの
高規格道路の必要性
について協議を行って
いる。

○中海架橋の実現に
向けた建設連絡協議
会の開催について、平
成３０年６月２５日及び
同月２７日に鳥取県に
対し、要望を行った。
要望と併行して、安来
市との事務レベルでの
建設連絡会を、平成３
０年７月３１日に開催
し、建設促進に向けて
の意見交換を行った。

特定空家等の対策の
みならず、空き家の発
生抑制や適切な管理
及び活用の促進など、
空家等に関する対策を
総合的かつ計画的に
実施するため、空家等
対策の推進に関する
特別措置法に基づく
「空家等対策計画」を
策定中。今年度末策定
見込。

－

－

Ｘ

○近年、人口減少や既
存の住宅・建築物の老
朽化、社会的ニーズの
変化等に伴い、空き家
が年々増加し、大きな社
会問題となっています。
平成25年住宅・土地統
計調査（総務省）による
と、本市の空き家総数
は１０，５９０戸で、このう
ち賃貸や売却用等以外
の空き家は４，７００戸と
見込まれ、今後も空き家
数は増加するものと予
想されており、安全性、
公衆衛生、景観など多
岐にわたって地域住民
の生活環境に深刻な影
響を及ぼすことが懸念さ
れています。

⇒特定空家等の対
策のみならず、空き
家の発生抑制や適
切な管理及び活用
の促進など、空家等
に関する対策を総
合的かつ計画的に
実施するため、空家
等対策の推進に関
する特別措置法に
基づく「空家等対策
計画」を策定しま
す。

※特定空家等とは、
空家等対策の推進
に関する特別措置
法第2条第2項に規
定される、そのまま
放置すれば倒壊等
著しく保安上危険と
なるおそれのある状
態又は著しく衛生上
有害となるおそれの
ある状態、適切な管
理が行われていな
いことにより著しく景
観を損なっている状
態その他周辺の生
活環境の保全を図
るために放置するこ
とが不適切である状
態にあると認められ
る空家等をいう。

③都市間道
路ネットワー
クの充実に
向けた取組
※施策の追
加

■空家等対策計画
の策定
⇒平成３０年度にお
いて、空家等対策計
画を策定します。

建設企
画課

住宅政
策課

Ｘ④空家等対
策計画の策
定
※施策の追
加

○都市間道路ネットワー
クは、単に都市間の連
絡や高速道路、空港、
港湾などを連結するとい
う役割だけではなく、津
波などの大規模災害時
における信頼性の高い
避難ルートを確保すると
いう観点からも、その充
実が必要です。米子－
境港間を結ぶ国道４３１
号については、「境港」
の物流・人流拠点として
の機能拡充、大型ク
ルーズ船の寄港による
観光客の増加などに伴
い、慢性的な交通渋滞
が発生している状況で
あることから、更なる陸
上輸送の効率化と安定
した輸送ルートの確保に
向けて、高規格道路とし
ての整備が求められて
います。また、島根県東
部や鳥取県西部地域と
米子鬼太郎空港、境港
をつなぐ道路整備につ
いては、本市と安来市で
実施した費用便益分析
によると、中海架橋を整
備した場合の費用対効
果は非常に高いという
結果（Ｂ/Ｃ＝1.7）が出て
おり、早期実現に向けて
取り組む必要がありま
す。

⇒都市間道路ネット
ワークの充実の実
現にに向けて国等
への要望を一層強
化するとともに、当
面は次に掲げる取
組を行います。
ア　国に対し、米子
－境港間を結ぶ高
規格道路の整備に
向けたあり方検討会
の開催を求めていき
ます。
イ　鳥取県に対し、
中海架橋の実現に
向けた建設連絡協
議会の開催を求め
ていきます。

5Ⅱ
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Ⅱ 6 ③シティプロ
モーションの
推進
※施策の追
加

○本市の認知度、魅力
度の向上や市民の郷土
への誇りや愛着心の醸
成を図っていくために
は、シティプロモーション
の取組を推進し、本市
の暮らしやすさや地域
資源などを内外に積極
的に情報発信する必要
があります。

⇒担当組織体制を
整備するとともに、
庁内に若手職員を
中心とするシティプ
ロモーション推進
チームを設置し、今
後のシティプロモー
ションのあり方や事
業アイデアについて
検討を行い、シティ
プロモーション推進
に関する方向性を
決定するとともに、
順次事業化を図りま
す。

■シティプロモーショ
ン推進に関する検
討
⇒早期にシティプロ
モーション推進に関
する方向性を決定
し、順次事業化を検
討・実施します。

シティプロモーション推
進指針を策定し、庁内
に広報推進員を設置
するとともに、ワーキン
ググループやプロジェ
クトチームを設置し体
制づくりを行った。既存
の事業を見直すととも
に、個別事業として、コ
ミュニティFMの活用、
米子高専との連携によ
る動画の作成公開、庁
内連携による様々な事
業を実施し、本市の魅
力発信を行い市民のま
ちに対する誇りや愛着
度の醸成を図った。

庁内にシティプロモー
ション推進チームを結
成し、事業アイデアの
検討や方向性について
議論を行い、今後の推
進に向けた提案を報告
書としてとりまとめた。

Ｂ 秘書広
報課

7

9 ①米子城跡
の保存・活
用・整備と魅
力発信
※施策の追
加

○米子城跡は、郷土の
歴史を理解する上で欠
かすことのできない歴史
遺産です。米子城跡を
確実に保存・管理し、後
世に継承するとともに、
その活用を図っていくこ
とには大きな意義があり
ます。このため、より多く
の人に米子城跡に来て
いただき、その価値や魅
力について理解を深め
ていただけるよう情報発
信及び整備を図る必要
があります。

⇒平成２９年３月に
策定した「史跡米子
城跡保存活用計画」
を指針に今後の保
存、整備に必要な整
備基本計画を策定
し、樹木管理、園路
整備等を適切に実
施するとともに、「米
子城 魅せる！プロ
ジェクト」を展開する
ことにより、城跡と城
下町エリア（下町）等
のＰＲ及び魅力発信
の取組を継続的に
実施します。

■「史跡米子城跡保
存活用計画」を指針
とした整備基本計画
の策定
⇒平成３０年度まで
に、整備基本計画を
策定します。

「史跡米子城跡整備基
本計画」の策定につい
て、検討委員会を３回
開催するとともに、議
会や有識者からの意
見聴取、パブリックコメ
ントを実施し、平成３１
年３月に策定予定であ
る。

史跡米子城跡の計画
的な保存・整備を行うた
めに必要となる整備基
本計画の策定を平成３
０年度に計画しており、
そのために各地の城跡
の整備状況の把握を行
うとともに、策定に向け
た一般市民参加のワー
クショップを２回開催し
た。さらに、整備基本計
画の策定に資するため
の整備検討委員会を組
織、設置し、委員会を１
回開催し、委員による
現地視察を行い、整備
基本計画策定に向けた
意見聴取を行った。

文化振
興課

■皆生温泉のまち
づくりについての検
討
⇒平成３１年度まで
に、皆生温泉の具
体的まちづくりの方
向性について「皆生
温泉まちづくり会議」
とも連携しながら検
討を進めます。

観光課－○皆生温泉の宿泊客数
は、団体旅行から個人
旅行へのシフト、観光客
の旅行先での目的の変
化などにより、平成９年
の７１万人をピークに減
少を続け、平成２４年に
はついに４０万人を割り
込む状況となっていま
す。皆生温泉のにぎわ
いを取り戻し、その周辺
地域を含めて活性化し
ていくためには、まち歩
きが楽しめる温泉街とし
ての整備など中長期的
な取組を検討する必要
があります。このような
状況の中、皆生温泉で
は、若手旅館経営者を
中心に「皆生温泉まちづ
くり会議」が設立され、皆
生温泉の将来像につい
て検討する動きが出て
きており、今後は官民で
一層連携し、皆生温泉
のまちづくりに取り組ん
で行くことが求められま
す。

皆生温泉の中長期的
なビジョンを策定すべ
く、「皆生温泉まちづく
り会議」（事務局：米子
市観光課）の中で意見
交換や検討を重ねた。
（本ビジョンについては
平成３０年度中に完成
予定。）

①皆生温泉・
周辺地域の
活性化に向
けたまちづく
り
※施策の追
加

Ｘ⇒観光客の多様な
ニーズに対応し、皆
生温泉及び周辺地
域を活性化するた
め、今後の皆生温
泉のまちづくりにつ
いて検討します。
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Ⅱ 9

Ⅳ 1 ①－Ｃ鳥取
県西部圏域
が連携した
移住定住の
取組の継続
的な展開
※施策の追
加

○鳥取県西部圏域の９
市町村が連携した移住
定住の取組では、これま
で移住セミナー・相談
会、移住体験ツアー、移
住定住促進パンフレッ
ト・移住定住ポータルサ
イトによる情報発信など
を実施してきましたが、
圏域全体の人口減少の
抑制を図るため、今後も
効果的な取組を継続す
る必要があります。

⇒引き続き、鳥取県
西部圏域の９市町
村が連携し、圏域の
魅力や暮らしやすさ
などの情報発信、移
住体験機会の提供
等、移住定住の取
組の継続的な展開
を図ります。

■県外からの移住
者数の圏域合計《累
計》
⇒平成３１年度まで
に、４，５００人（平成
２７年度～平成２８
年度累計：１，８７３
人）

「とっとりＷＥＳＴ移住
ポータルサイト」機能の
強化及び鳥取県西部
圏域への移住定住に
繋げるPR動画の作成
とサイト掲載、発信力
が高いライターを起用
した移住定住サイトへ
の記事掲載等を実施
するとともに、国内最
大級の移住・交流地域
おこしフェア（JOIN）に
参加し、圏域の情報発
信を行った。

平成２８年度に構築し
た「とっとりＷＥＳＴ移住
ポータルサイト」をＰＲ
するため、チラシ・ポス
ターを作成し配布した。
（配布部数）
　チラシ：１３４４部
　ポスター：２６部
（主な配布先）
　ふるさと鳥取県定住
機構
　鳥取県関西本部・東
京本部
　とっとり・おかやま新
橋館
　移住・定住交流情報
ガーデン

Ａ 総合政
策課

2 総合政
策課

　中海・宍道湖・大山圏
域インバウンド機構設
立。
・設立総会、設立記念
講演会、設立記念懇親
会
（7月１４日・出雲市役所
他）
・中海・宍道湖・大山圏
域インバウンド機構日
本版ＤＭＯ候補法人登
録（１１月２８日）

・中海・宍道湖・大山圏
域インバウンド機構総
会（6月1日・松江市）
中海・宍道湖・大山圏
域インバウンド法人設
立総会（2月12日予定・
松江市）
・法人設立予定日（平
成31年4月1日）

■淀江地区の地域
振興策についての
検討
⇒平成３０年４月に
淀江振興本部を設
置し、淀江地区の振
興策を検討します。

淀江振
興課

○淀江地区には、国指
定文化財石馬、上淀廃
寺跡、向山古墳群、妻
木晩田遺跡などの史跡
や名水百選「天の真名
井」、因伯の名水「本宮
の泉」に代表される清ら
かな湧水、日吉神社神
幸神事、淀江さんこ節、
よどえ和傘等の伝統文
化があります。これらの
地域資源を活用し、魅
力を情報発信するため、
観光・文化施設として白
鳳の里、淀江ゆめ温
泉、伯耆古代の丘公
園、上淀白鳳の丘展示
館、淀江どんぐり村など
が整備されていますが、
施設の老朽化、観光客
の価値観やニーズの多
様化などにより、これら
の施設の利用者は年々
減少しています。淀江地
区の活性化のために
は、特色ある史跡、観
光・文化施設などの地
域資源を連携させた観
光ルートづくりや魅力発
信により、歴史・文化を
活かした地域づくりを推
進する必要があります。

淀江振興本部を設置
し、関係部署や関連機
関と淀江地区の振興、
とりわけ伯耆古代の丘
エリアの活性化につい
て協議検討を行ってい
る。

○中海・宍道湖・大山圏
域には、魅力的な観光
資源をはじめ、豊かな自
然環境、歴史・文化・伝
統芸能・神話や山陰の
優れた食材・産品があり
ます。さらに、２つの空
港、日本海側有数の港
湾を持ち、韓国～ロシア
への定期貨客船や、国
際定期便など、国内外
の観光客を迎えるうえで
他地域に誇れる環境も
有しています。しかしな
がら、各市がそれぞれ
に単独で施策を講じて
いたため、本圏域の優
れた資源や環境が十分
に発信しきれていない現
状があります。このた
め、圏域内に点在する
観光・自然・食の素材な
どこれらを有機的に繋ぎ
合わせて、圏域全体を
ブランディング化する体
制づくりが必要です。

⇒圏域版のＤＭＯを
設立し、外国人観光
客の受入環境整
備、三大都市圏等
へのプロモーション
など、圏域の認知度
向上や観光誘客を
図る取組を行いま
す。

※「ＤＭＯ（Destination
Marketing／
Management
Organization）」とは、
様々な地域資源を組
み合わせた観光地の
一体的なブランドづく
り、ウェブ・SNS等を活
用した情報発信・ブロ
モーション、効果的な
マーケティング、戦略
策定等について、地
域が主体的になって
行う観光地域づくりの
推進主体。

⑭圏域にお
けるDMOの
設立・運営
※施策の追
加

Ｂ②淀江地区
の歴史・文化
を活かした地
域づくり
※施策の追
加

⇒淀江振興本部を
設置し、淀江地区の
特色ある史跡、観
光・文化施設などの
地域資源を活かした
地域づくりを推進す
るため、課題等を整
理し、淀江地区の振
興策について検討し
ます。

淀江振興本部の設立
準備を行うための、現
状を認識し課題を抽出
するための内部組織を
立ち上げ、将来的な方
向性を検討した。
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